
サービス付き高齢者向け住宅の基準の追加について 

  

１）緊急通報装置の設置 

入居者の心身の状況が急変した場合にサービス提供者に通報できるよ

う、少なくとも住戸内の居室部分、便所及び浴室に緊急通報装置を備える

こと。なお、共用部分に設置する、入居者が利用する便所及び浴室につい

ても同様とする。 

 

２）耐火性能の確保 

延べ面積 200 ㎡以上又は階数４以上の場合は、建築基準法（昭和 25 年

法律第 201 号）に定める耐火建築物又は準耐火建築物とすること。 

 

３）旧耐震建築物の耐震性の確保 

昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けた建築物については、耐 

震診断を行うとともに、必要に応じて、耐震改修により耐震性の確保を行

うこと。 

 

４）入居契約前の書面説明による状況把握・生活相談サービス以外の外部

サービスの選択性の確保 

入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、高齢者の居 

住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号）に定める状況把握

サービス及び生活相談サービス以外で入居者が日常生活を営むために必

要なサービス（利用権方式の契約において居住部分と一体として提供され

るサービスを除く。）については、入居者がその利用や事業者を選択でき

ることについて、書面を交付して説明すること。なお、介護保険法に定め

る「特定施設入居者生活介護」の指定を受ける場合はこの限りではない。 
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